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営要領の制定について（事務運営指針）」に基づき実施するとともに、平成 15年 7月2日付

査調2-645ほか6課共同「調査課事務提要の制定について（事務運営指針）」（以下「調査

課事務提要」という。）により事務処理等を行うこととするが、令和ー6事務年度における海

外取引調査等の実施に当たっては、令和6年6月 19日付査調2-19ほか 17課共同「令和

6事務年度における調査課事務の運営に当たり特に留意すべき事項について（指示）」を踏

まえ、国際課税分野の体制再編に関連した具体的な実施手続等を別添のとおり定めたから、

令和 5年7月3日付事務連絡「国際課税分野に係る体制再編実施後の事務手続等について」

に代えて、これにより適切に実施されたい。

（趣旨）

経済社会の国際化に伴う国外関連取引の増加や課税上の問題の複雑化など、国際課税を

取り巻く環境変化に対して効果的かつ効率的に対処し、国際課税分野を含む調査部全体の

パフォーマンスの最大化を図ることを目的として、東京局、大阪局、名古屋局及び関東信越

局（以下「国際専担部署設置局」という。）の国際課税に係る機構を令和 2事務年度から再

編した。

新体制においては、包括的な法人管理の下、多角的な観点から法人のリスクを全体的に把

握した上で、調査必要度の高い事案に対して柔軟に調査事務量を配分することを可能とし

ている。

体制再編後の新たな法人管理及び調査等の選定及びその実施手続について、別添のとお

り定め、当面の間、当該手続に基づき事務処理等を行う。



別添

国際課税分野における体制再編後の事務手続等

1 国内・国際一体謂査の実施等

(1) 国内・国際一体調査の定義

国内 ・国際一体調査とは、国際課税リスクが高いと評価した法人に対して、要調査項目を

多角的な観点から、 (3)イに定める実施部署（以下「国際調査課等」という。）により特別調査

として実施する調査体系をいう。

なお、国内・国際一体調査において移転価格調査（調査課事務提要第5章第 10節 1(2)イ（二）

に記載する移転価格調査をいう。）を実施する場合には、移転価格調査と移転価格調査以外の

調査（国内取引の調査も含む。以下「一般調査」という。）を原則として区別せずに実施する。-----------------------------—. --------------------------------
また、 (2)又は(3)により国際調査課等が所掌部門（班）と協働して行う調査も、国内 ・国際一

体調査として取り扱う。

- (2)―-調査選定

イ 対象法人

原則として、令和6年7月 2日付事務連絡「データ活用を調査事務に実装するための取

組について」に基づき判定した国際管理区分等を参考にして、国際課税リスクが高いと評

価した法人の中から選定する。

なお、国内リスクについては、 CIMSプロトタイプの各種シートを参考とする。

また、選定に当たっては、移転価格税制上の問題を有することが想定される事案又はB

EPS事案、スキーム事案、軽課税国との取引を利用した事案若しくはビジネス上の合理

性がないと想定される事業再編事案など、調査必要度が商い法人から優先的に選定する。

ロ 各部調査総括課等との協議

国際調査管理課（関東信越局においては国際調査課）は、原則として、各局において定

める一定の時期までに各部調査総括課及び国際調査課（以下この項において「各部調査総

括課等」という。）に選定候補事案名簿を共有し、協議の上、調査事案を選定する。

なお、国内 ・国際一体調査の候補事案について、所掌部門（班）においても調査を実施

する予定である場合には、個別の事情に応じて、国際調査課等と所掌部門（班）が協働し

て調査を行うことを視野に各部調査総括課等と選定に向けた協議を行う。

（注） 選定候補事案名簿の作成に当たっては、＇

(3) 調査の実施

イ 実施部署

国内 ・国際一体調査は、原則として、次の部署において実施する。

東京局：特別国税調査官（国際担当）、統括国税調査官（国際調査部門）、主任国際税務

の評価結果も踏まえて作成する。

専門官

大阪局：統括国税調査官（国際調査部門）、主任国際税務専門官

名古屋局：統括国税調査官（国際調査部門）

関東信越局：国際調査課

ー



口 協働調査

着手の段階から国際調査課等と所掌部門（班）が協働して調査するもの以外であっても、

所掌部門（班）による調査の過程で高度な国際課税リスクが潜在することを把握した場合は、

その解明のため、国内 ・国際一体調査事案に振り替えて所掌部門（班）と協働して調査する

こととしても差し支えない。

（注） 1 移転価格税制上の問題又はBEPS、スキーム、クロスボーダー組織再編における問題のう

ち、国際調査課の支援担当者の事務呈ではその解明が困難であるものが潜在する場合などに限

る。

2 所掌部門（班）と協働して調査する場合には、事案全体の指揮・命令は所掌部門（班）が行

うが、国際調査課等は国際課税分野において調査をリードすることでイニシアティブを発揮す

る。

3 原則として、所掌部門（班）において決議書等の作成（処理）を行うこととする。

(4) 調査指令期間・日数

指令期間 ・日数は、下記6に掲げる移転価格調査に係る指令期間 ・日数に、一般調査に必
--- ---- --- -------- ---

要な期間 ・日数を追加して設定する。

なお、国内 ・国際一体調査において移転価格調査を実施する場合は、下記6に留意し、日

数等を適切に管理する。

(5) 庁への連絡

国内・国際一体調査事案は、以下の区分により、庁調査課に連絡する。

なお、上記(3)口のとおり、所掌部門（班）による調査を国内 ・国際一体調査事案に振り替

えた場合など事案の追加 ・削除があったときは、速やかにその旨を庁調査課に連絡すること

に留意する。

項目 連絡方法 ［連絡先］ 期限

令和 6事務年度首
適宜の様式［国際監理係］ 令和 6年8月9日

調査予定法人

調査棚卸表
調査課事務提要に

調査の進捗状況等 （移転価格調査以外）
定める期限

［国際調査第一係］

事案の追加・削除 適宜の方法［国際監理係］ 速やかに

2 国際税務専門官等による調査支援の実施

国際税務専門官等による調査支援に当たっては、これまでも複雑 ・困難な取引の解明を要す

る事案等、真に必要と認められる事案に対して実施してきたところであるが、体制再編後は、

リスク ・ベース ・アプローチをより意識して支援する事案の選定を行うこととし、リスクの程

度に応じて、同行支援又は間接支援を実施する。

なお、調査支援に際しては、調査課事務提要第 5章第 10節2(1)ホに記載の手続に従い、適切

な支援を実施する。

3 調査の区分

(1) 調査の区分の説明対象

海外取引調査の実施に当たっては、原則として、移転価格調査と一般調査を区分せず、一
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の調査として実施する。ただし、移転価格税制上の問題解明に相当の期間 (1年超）が見込

まれる場合など、調査の区分について検討する必要があると認められる場合には、必要に応

じて、調査予定法人に対し、事前通知前に「調査の区分同意に係るシナリオ」（別紙 1)を参

考に調査の区分の取扱いについて説明する。

(2) 納税者から区分の申出があった場合の取扱い

イ 説明対象である調査予定法人から申出があった場合

調査予定法人から調査の区分の申出があったときには、調査予定法人の負担軽減の観点

から、調査の区分に応じる。

ロ 説明対象ではない調査予定法人から申出があった場合

調査予定法人から調査の区分の申出があった場合には、改めて一の調査として実施する

意向を伝える。その上で、調査予定法人が調査の区分を申し出る場合には、申出内容が合

ー理的であると認められる場合に限り、調査の区分に応じる。一
ー•- --- -- - -• - - - - - - - - -- - - -- - • - - - -• • - - -

なお、調査予定法人からの申出内容が合理的であるかの判断は、納税者の負担軽減を図

りつつ、適正公平な課税の確保を図るという目的を踏まえ、個別の事案の状況に応じて総

合的に判断することとするが、-―例えば、以下のような場合においては、調査の区分に応じ

る。

`̀̀ 

(3) 調査を区分する場合の取扱い

例外的に移転価格調査と一般調査を区分する場合には、必要に応じて移転価格調査の終了

後に一般調査を引き続き行うこととするが、その必要性については、移転価格リスク以外の

国際課税リスク判定の結果一の総合評価及び調査状況など、個別の事

案の状況に応じて適時適切に判断する。

（注） 1 調査予定法人に対しては、必要に応じて、移転価格調査終了後に一般調査を実施する意向を伝える。

2 個別の状況に応じて、 一般調査を先に実施し、引き続き移転価格調査を実施することとしても差し

支えない。

3 調査期間の短縮化等のため調査予定法人から移転価格調査と一般調査を同時期に実施することに

ついて申出があった場合には、納税者に対して過剰な負担にならないように配意し、それらの調査を

同時期に実施しても差し支えない。

4 国内・国際一体調査等において、移転価格調査のみを区分して実施する際の事務手続は、調査課事

務提要第 5章第 10節 2(2)イ（n)、調査の区分の同意を確認する場合の事務手続は、同第5章第 10節

2(2)イ (Iヽ）、国内 ・国際一体調査その他国際調査課等の特別調査を予定しない場合の事務手続は、同

第5章第 10節 2(2)口に記載の手続きに従い、適正に実施する。

(4) 調査中に区分の同意の申出があった場合

イ 調査を区分せずに実施した調査において、調査中に納税者から調査の区分の申出があっ

た場合は、調査の区分は事前通知を行う前に同意する必要があるため、事前通知後の調査

の区分はできない旨を説明する。
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4 局間支援

国外関連取引を有する法人が地域的に偏在するなど、移転価格調査を中心に海外取引調査に

関するノウハウについて局間で偏りが認められる中、全国均質かつ整合的な事務運営を実施す

るため、また、リスク ・ベース・アプローチの観点から、リスクに応じた調査体制を確保する

ため、センター局を設置し、原則として、一など被

支援局における国際課税リスクが高い事案の調査に当たり、センター局が海外取引調査の支援

を行う。

（注） 支援に当たって、調査の質や効率を落とさずにデジタル技術を活用できるような場面においては、調
査事務の効率化 ・高度化の観点から、 Web会議システム等のオンラインツールを積極的に活用する。

(1) 海外取引調査の局間支援

----―••---―--―--—ーイ＿—-センター局の設置一ー・----- -------―---------------------------

海外取引調査に係る局間支援に当たっては、東京局及び大阪局をセンター局として、次

表に定める局（所）の区分に応じて、国際調査管理課及び国際調査課（統括国税調査官（国

際機動部門）を含む。）において実施する。

なお、国際調査課が設置されている名古屋局及び関東信越局は、必要に応じて、海外取

引調査の局間支援に係るサポートを行う。この場合において、原則として、名古屋局は大

阪局の、関東信越局は東京局のサポートを行う。

また、名古屋局及び関東信越局は、必要に応じて、局間で協議の上、理論的支援等を要

請することができるものとする。この場合において、原則として、東京局は関東信越局の、

大阪局は名古屋局の支援を行うこととするが、事案の内容等に応じて対応が困難な場合に

は、庁調査課と協議の上、支援局を柔軟に判断する。

＼ センター局 札幌局 仙台局 金沢局 広島局 高松局 福岡局 熊本局 沖縄所

東京局

゜゜゜ ゜大阪局

゜゜゜゜口 支援事務の範囲

局間支援については、次表に定める事務の区分に応じて実施する。

なお、次表に定める事務以外の事務で被支援局がセンター局の支援を必要とする場合に

は、被支援局は庁調査課にその旨を連絡し、庁調査課がセンター局と協議の上、支援要否

について判断する。

事：一――-------一ー：：
関東 左記

名古屋
信越 以外

1 移転価格調査事案の同行支援

゜2 争訟が見込まれる移転価格調査事案の支援（注） 1 

゜゜゜3 移転価格調査事案の理論的支援（注） 2 

゜゜゜4 争訟事案の理論的支援（注） 3 

゜゜゜
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口庁調査課が指示する事務 | 0 | 0 | 0 
（注） 1 被支援局は、移転価格調査事案について争訟が見込まれる場合には、調査課事務提要に基づき、

遅滞なく庁調査課へ国税庁管理対象候補事案の連絡を行う。庁調査課は、センター局及び被支援

局と調整の上、センター局及び被支援局に対し、支援の内容について指示する（事案の性質に応

じ、センター局の調査担当者が同行支援を行うことも含む。）。

2 被支援局担当者からの課税理論の構築 ・補強等に資する助言等の求めに対応することをいう。

3 センター局は、主に被支援局で準備された文書等への助言等（例えば、答弁書の主張が他の事

案での主張や移転価格ガイドラインの考え方に整合的かどうかの助言）を行う。

ハ 被支援局からの同行支援要請

被支援局は、センター局に海外取引調査の同行支援を要請したい法人がある場合、原則

として、着手予定事務年度の前事務年度4月末までに「局間支援依頼事案管理表（別紙2)」

を作成し、参考となる各種「青報一、法人管理簿、申告書別表 17 (4)、

会社事業概況書等）の写しと併せてセンター局に送付する。

なお、被支援局が同行支援の要請を検討するに当たっては、事案の内容に応じて、セン

—~- -----＿＿＿夕=―局―とー参考どなる各種情報を共宥亡、国際課税刀ヌ―グに関ずる評価を踏ま克―るで口どどず―

る。

ーまたー、自局では移転価格調査の実施が困難と想定される法人に対する同行支援を要請す

る場合、その旨を別紙2の「支援を必要とする具体的理由」欄に記載することに留意する。

おって、別紙2は、センター局への送付に併せて庁調査課にも提出することとするが、

その際、各種情報の添付は要しない。

二 同行支援事案の選定

センター局は、被支援局から同行支援要請があった法人について、リスク ・ベース ・ア

プローチを踏まえ、優先順位を付すなど支援対象事案を抽出し、被支援局と着手時期や調

査体制等について協議の上、支援事案を選定する。

・ なお、被支援局が自局では移転価格調査の実施が困難と想定される法人に対する同行支

援を要請された場合は、センター局が全面的に支援（実施）することを念頭に選定する。

また、同行支援のサポートを補助局（名古屋局又は関東信越局）に依頼する場合は、同

局に対してサポートを依頼する事案に係る別紙2及び上記ハに掲げる各種情報を送付する。

おって、同行支援要請があった法人に係る選定結果については、着手予定事務年度の 7

月末までに適宜の様式にて庁調査課（国際監理係）及び補助局に連絡する。

（注） 同行支援事案の選定に当たっては、センター局と被支援局との間で適切に調整を行うが、調整が困

難な場合には、必要に応じて庁調査課が局間調整を行う。

ホ 支援体制の強化

（イ） センター局は、被支援局に対する支援窓口となる担当者を明確化し同行支援に係る相

談のほか、同行支援以外の事案であっても、随時、理論的な支援等を行えるようバック

オフィス機能の充実化を図る。

(n) センター局は、被支援局の国際税務専門官と協調して、被支援局の実情に即して臨機

な調査支援が行えるよう 、被支援局のニーズを随時把握できる体制整備を図る。

ヘ企業情報の利用

被支援局は、 の利用を希望する場合には、利用の必要性や取得した

いデータ等をセンター局に伝える。

センター局は、利用の必要性等を十分に検討の上、必要に応じて、局間支援の一環とし
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J （ 

て作業を行うとともに、被支援局に助言を行う。

ト 調査審理課の関与等

センター局が被支援局に対して同行支援を行う移転価格調査事案及び当該調査事案に係

る不服申立事務については、被支援局の調査審理課（又は調査（管理）課）に加えて、セン

ター局の調査審理課も関与する。

なお、争訟見込み事案（既に、争訟に至っている事案も含む。）に対する国税訟務官（室）

への支援要請については、被支援局の調査審理課（又は調査（管理）課）が被支援局の国

税訟務官（室）に対して行う。

(2) 調査事務以外の局間支援の範囲

調査事務以外の局間支援に当たっては、東京局又は大阪局を全国のセンター局として、次

表に定める事務の区分に応じて実施する。

なお、次表に掲げる事務以外の事務で被支援局がセンター局の支援を必要とする場合には、
--- --.  - - - - -.  - - -- -- ・ -- -

被支援局は庁調査課にその旨を連絡する。

．：三＼＼
センター局 被支援局

東京 大阪 大阪 名古屋
関東 左記

信越 以外

1 事前確認審査の実施（注） 1 ． ． 
゜゜2 事前確認審査の理論的支援（注） 2 ． ゚
゜゜゜3 国際課税分野に関する研修（注） 3 ． ． 
゜4 庁調査課が指示する事務 ． ゚
゜゜゜（注） 1 庁調査課の指示に基づき、審査担当者を被支援局に併任し、臨場等を含めて全面的にセンター局

が支援（実施）する。また、年次報告書の検討等を含む。

2 納税者との議論又は審査案作成のため、庁調査課の指示に基づき、審査担当者からの審査案の構
築 ・補強等に資する助言等の求めに対応することをいう。

3 センター局は、移転価格調査等に関する研修も含め、原則として(1)イに定める局（所）の区分に

応じて、被支援局に対して研修を実施する。

(3) 支援担当者の被支援局への併任

被支援局所管法人に対する海外取引調査の同行支援を行：場合など、必要と認められると

きは、センター局又は補助局の支援担当者を被支援局に併任させ、被支援局職員として支援

事務を実施する。

なお、センター局における同行支援の担当者については、調査の進捗に応じた機動的な支

援を実施する観点から、事務年度を通じて(1)イの区分による被支援局全て（沖縄所を除く 。）

に併任させる。

おって、被支援局は、原則として、調査着手日の 6週間前までに「海外取引調査等に係る

局間支援依頼書（別紙3)」をセンター局又は補助局へ送付することとし、センター局又は補

助局は、被支援局からの依頼に基づき、派遣する国際税務専門官等を速やかに決定し、「派遣

調査官名簿（別紙4)」を被支援局へ送付する。

（注） 1 併任発令に関する事務については、調査課事務提要第 13章第8節（国税調査官の併任発令）に基
づき、適切に行う。

2 沖縄所への事務年度を通じた併任は、 (1)二における同行支援事案の選定状況を踏まえ、必要に応
じて行う。

3 同行支援に当たり、支援担当者を被支援局に併任する場合には、併任元の国際調査（管理）課長

は、自局事案と同様の進捗管理等を実施する観点から、当該支援担当者に対して、支援事務に係る
助言を適切に行う。
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4 事前確認審査については、庁調査課が事案に応じて都度支援する局を決定し「事前確認の申出に

係る審査支援について（指示）」及び「同（通知）」を発遣するため、被支援局からセンター局に対す

る「海外取引調査等に係る局間支援依頼書（別紙3）」の提出は必要ない。

(4) 争訟事案の理論的支援に係る局間支援

国際課税分野に係る更正処分のうち不服申立又は取消訴訟の対象となっている事案につい

て、主に移転価格調査事案を対象として、センター局の国際調査管理課が理論的支援を行う。

被支援局においてセンター局の支援を希望する場合は、被支援局が庁調査課（国際監理係）

に連絡を行い、庁調査課が支援要否及び支援内容についてセンター局及び被支援局と調整の

上、センター局及び被支援局に対し支援の内容を指示する。

5 海外取引詞査の実施に係る留意事項

(1) 多角的な視点からの検討

海外取引調査に当たっては、外国子会社合算税制、移転価格税制、過大支払利子税制、外
ー←ュー一 ー ---- ・ --- ------------ - -------- - --← 

国法人課税（源泉所得税課税に関する情報収集を含む。）、クロスボーダー消費税等、多角的

な視点から検討し、問題点や非違の把握に努める。また、非違の把握に至らなくとも、社会

経済構造や企業経営戦略の変化等により発生 ・増加する税務リスクの高い取引を把握した場

合は、実態解明の上、その情報を上記4(1)イの区分に応じてセンター局における国際課税に

係る調査企画部署（主任国際税務専門官）宛に各課部門事務連絡せんにより連絡する。

なお、調査において把握した租税回避情報から、当該租税回避スキームのプロモーターが

保有する当該スキーム利用者に係る情報の収集を図るなど、類似の取引を広く把握するため

の戦略的な情報収集を行う。

また、調査の際、移転価格税制上の問題が見込まれる場合には、速やかに国際調査管理課

又は国際調査課（設置されていない局にあっては調査管理課）に連絡し、国際税務専門官等

の支援を要請する。

（注） 国際専担部署設置局以外の局においては、移転価格税制上の問題が見込まれる場合、国際税務専門

官への支援を要請するほか、センター局への支援要請の必要性についても検討する。

(2) 国際的な事業再編に係る検討等

調査において、国際的な事業再編を把握した場合には、必要に応じて調査審理課（調査審

理課が設置されていない局にあっては調査（管理）課審理担当）にも相談しつつ、多角的観

点から検討し、問題点や非違の把握に努める。

(3) 外国子会社合算税制に係る検討

平成 29年度税制改正前においては、合算課税の適用除外の規定は、確定申告書に適用除外

となる要件に該当することを記載した書類（別表 17(3))を添付し、その適用があることを明

らかにする書類等を保存している場合に限り適用されることとされていたが、改正後は、書

面添付要件及び書類等の保存要件が廃止されている。

ただし、改正後の外国関係会社の経済活動基準やいわゆるペーパー ・カンパニーの判定の

際には、調査法人に対し、期間を定め＇て、これらの要件に該当することを明らかにする書類

等の提示又は提出を求めることができるとともに、書類等の提示又は提出がない場合には、

経済活動基準を満たさない又はいわゆるペーパー ・カンパニーに該当するものと推定するこ

とができることとされているため、調査においては、早期の段階で書類等の提示等を求め、
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要件を満たすか否かを適切に検討する。

また、外国子会社合算税制等の適正な執行を確保する観点から、

(4) 租税条約等に基づく情報交換の効果的・効率的な活用

海外取引に関し、国内における調査で確認できない事項がある場合には、必要に応じて、

課税上の問題点を明確にした上で租税条約等に基づぐ情報交換を効果的・効率的に活用する。

なお、以下のような、複雑な事案等については、情報交換ミーティング等を積極的 ・効果

的に活用し、取引の実態解明に努める。

〔参考〕情報交換ミーティングの主たる対象事案

① 的確な回答を得ることが困難と見込まれる事案

複雑な取引に係る情報提供要請で、文書による情報提供要請のみでは、要請の意図
—→一 ー一口 — -- --- - -・ -- • -------·冨—--- - - - - ----

や要請内容に関する相手国税務当局の正確な理解を得ることができず、その結果、的

確な回答の入手が困難と見込まれる事案

② 迅速な処理を要する事案

更正等の期限が迫っている事案や、資産の海外移転等により徴収が困難となるおそ

れがある事案など、迅速な処理を要する事案

③ 波及的な効果が見込まれる事案

相手国においても課税上の問題があると想定される事案や、相手国の納税者も含め

た他の納税者においても同様の取引が行われていることが把握され、同様の課税上の

問題が見込まれるなど、波及的な効果が見込まれる事案

活用

合には、別紙5に規定する一

(6) 調査官の海外派遣の実施

は、調査官の海外派遣を実施する。

6 移転価格調査の的確な進捗管理等について

(1) 謂査着手

移転価格調査に当たっては、事案選定及び準備調査の段階から、事案の内容一

について十分に検討した上で着手する。

着手後は、調査法人及び国外関連者の事業内容、国外関連取引の内容に係る情報や、当該

取引を行う法人が属する業界の情報（比較対象取引となり得る取引を行う法人の業界の情報
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を含む。）を幅広く 収集するに当たり、

(2) 統括官等による進捗管理

事案を担当する統括官等は、より的確な進捗管理の観点から、自ら積極的に調査先に臨場

するなどして、調査の進捗の程度、今後の進捗見込み、他事案等への影響度、移転価格調査

に対する調査法人の理解や協力の程度、税務コンプライアンスに対する調査法人の取組姿勢

等を把握し、調査継続の要否を早期かつ的確に判断する。

国際調査課長等は、統括官等から少なくとも 1月に 1度、事案の進捗状況についてWeb

会議 ・メール等も活用 し報告を受け、指令日数又は指令期間に照らして調査の進捗が遅れて

いる事案については、部次長に速やかに事案を説明の上、指令日数又は指令期間の延長の要

否について指示を仰ぐ。

(3) 効率的な調査の実施

て一—- - ---ニ- ---• 一

令期間及び指令日数の範囲で確実に判断することに留意する。

ーについても十分に検討する。

調査継続の要否判断に当たっては、

ても柔軟に検討する。

【移転価格調査における指令日数の設定等】

の移転価格調査事案については、的確な進捗管理を行うた

め、下表のとおり、調査の進捗段階ごとに指令期間を設定するとともに、指令日数につい

ても移転価格税制上の問題把握と移転価格算定の段階ごとに設定する。

また、各段階において下表の指令期間又は指令日数とは異なる期間又は日数を設定する

ことが適切であると見込まれる場合には、速やかに部次長による了解を得て、必要な指令

期間又は指令日数を見直すこととする。

，
 



指令日数

指令期間

（注）1 

（注） 1 指令日数及び指令期間には、準調日数、委託日数及び発議日数は含まない。

4
 

に留意する。

移転価格調査における指令期間及び指令日数については、一

(4) 重点管理

部次長は、移転価格調査事案のうち、例えば、調査段階別に設定した指令期間又は指令日

数から進捗が遅れている事案、指令期間又は指令日数を延長した事案、複雑困難な事案等を

重点的に管理すべき事案（以下「重点管理事案」という。）として速やかに指定し、管理を

イ丁つ。

(5) 活用した情報収集

比較対象取引を行う法人に係る情報の収集に当たっては、着手後早い段階から、一

の積極的な活用を通じた情報収集に努める（別紙5参照）。

7 源泉所得税調査において活用可能な情報の収集 ・提供

各局（所）法人課税課又は税務署が実施する源泉所得税調査と同時期に海外取引調査を実施

する際、法人税 ・消贄税調査の観点から調査法人に徴求する資料情報で、「源泉所得税調査にお

いて有用な資料情報」（別紙 6)に記載の資料「青報、一など、源泉

所得税調査において活用可能な資料情報を収集した場合には、速やかに当該法人課税課又は税

務署に提供する。

8 人材育成

国際課税分野に対する組織としての対応力を継続的に高めていくため、従来から実施してい
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る国際税務専門官等による同行・間接支援や海外取引調査担当者の指名といった制度に加えて、

各局（所）それぞれの実「青に応じて「国際課税分野における人材育成」を意識した運営を進め

ていく必要がある。

そのため、若手職員，0)調査部への登用の早期段階から、国際課税分野への適性が高いと認め

られる者の専門性（特に、移転価格税制に係る調査ノウハウ等）を更に高め、国際課税分野を

リードする人材育成を進める。

なお、各局（所）が実際に運用する人材育成）レートは、各局（所）が実情に応じて設定するも

のとするが、設定に当たっては、「国際課税分野における人材育成）レート」（別紙 7) を参考と

する。

9 課税部による海外取引法人等に対する調査の支援に係る投下日数の庁への報告

令和 6年 6月26日付事務連絡「調査部の役割を踏まえた指標を用いた事務運営の評価 ・検---―-- -・ - --・ - -・-- ---- ----- - - - - -----・ -

証等について」において定める組織内波及指標のうち、課税部による海外取引法人等に対す

る調査に際し調査部のノウハウを要する場合において、支援に係る投下日数について、 (1)か

ら(3)に定める方法により、支援窓口部署から庁調査課（国際監理係）に報告する。

(1) 区分

令和 6年 7月から令和 7年 3月末まで支援実施部署が支援を実施した事案

(2) 報告方法

別紙8 「支援要請事案管理表（支援に係る投下日数報告用）」を提出

(3) 報告期限

令和 7年4月 11日（金）

（注） 1 別紙8「支援要請事案管理表（支援に係る投下日数報告用）」の記載に当たっては、

令和 5年6月 27日付査調8-24ほか3課共同「海外取引法人等に対する調査に係

る調査部による支援体制の整備（試行）について」における別紙 2 「支援要請事案

管理表」を活用し、「支援投下日数」以外の欄についても、令和 7月3月末時点の内

容に更新する。

2 別紙8 「支援要請事案管理表（支援に係る投下日数報告用）」の「支援投下日数」

欄について、以下のとおり記載する。

(1) 支援実施部署が、自局の支援を実施した事案については、「自局支援日数」欄に

投下日数を記載する。

(2) 東京 ・ 大阪・名古屋 • 関東信越局以外の局（所）において、東京局又は大阪局の

支援実施部署の支援を受けた事案については、「東京局又は大阪局の支援日数」欄

に東京局又は大阪局の支援に係る投下日数を確認の上記載する。
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（別紙 1)

調査の区分の取扱いについて（シナリオ例1)

（調査官） 本日は調査の区分の取扱いについてご説明いたします。

法令上の事前通知を行う前段階においては、移転価格調査とそれ以外の部分の調査

を区分する、いわゆる「調盃の区分」を行うことができます。

（納税者） 「謂査の区分」とは偕で互力lo

（調査官） 「調盃の区分」とは、同一課税期間の法人税の調査について、移転価格調査とそれ以

外の部分の調査に区分することをいいます。

（納税音） 「t敷査の区分」をずるとどうなるのでプカlo

（調査官） 「調査の区分」をした湯合には、移転価格調査とそれ以外の部分の調査がそれぞれ
- _ -- - _ _-- - - -・ -- - -- - -

別個の調盃として開始及び終了することになります。この湯合には、御社の税務謂査

対応のための負担等を軽減する観点から、移転価格調盃とそれ以外の部分の調査の実

施時期をすらすことを原則としており、例えば、先に移転価格調査を実施し、その後に

それ以外の部分の調査を実施します。

「調盃の区分」をしない湯合には、どちらかの調査が長期化すると、もう一方の調査

も同じく終了せす継続することになります。また、同時期に調査を行いますので一時

的に御社の事務負担が増すことも考えられます。

C納税者） それでは、 「隅査の区分」をしたとしても、紡果的／こ税務綴査が長朗閻継続プること
になり芸せんカlo

（調査官） 「調査の区分」をしない場合、移転価格調盃とそれ以外の部分の調査を同時期に行い

ますので、一時的に御社に多大な負担が生じ、結果としてその負担の影響で調査が長

期化する可能性もあります。

一概には申し上げられませんが、調査の順序を変えて、先に移転価格調査以外の部

分の調査を終了させ、移転価格調査については、御社の事務負担の状況を考慮し、その

後の適切な時期に実施することで、調査がスムーズに進むことも者えられます。

なお、調盃が長期間に亘ることはこちらとしても望むものではありませんので、効

率的に調査を進めたいと考えていますが、効率的な調査には御社のご協力が必要とな

ります。ごt弱力をお願いします。

（納税者） 分かりました。

（調査官） まだ、規定上、「調査の区分」は納税義務者の事前の同意があるときに認められるも

のであり、法令上の事前通知を行った後は調盃を区分することができないことをあら

かじめご了承ください。

（納税者） 分かりましだ。検詞し妾プ。

「'息査の区分」を希望ずる湯合にはどのような手続力砂要ですカlo

（調査官） ●月●日までに当方までご連絡ください。「法人税の調蓋の区分に係る同意書」をご

提出いただくことになります。



調査の区分の取扱いについて（ジナリオ例2)

（調査官） 本巳は調盃の区分の取扱いについてご説9月いたします。

法令上の事前通知を行う前段階においては、移転価格調査とそれ以外の部分の調査

を区分する、いわゆる「調査の区分」を行うことができます。

C納税者） 「謂盃の区・」とは偕でダウlo

（調査官） 「調査の区分」とは、同一課税期間の法人税の調査について、移転価格調査とそれ以

外の部分の調査に区分することをいいます。

（納税者） 「謂資の区分」をずるととうなるのでずか。

（調査官） 「調査の区分」をしだ湯合には、移転価格調査とそれ以外の部分の調査がそれぞれ

別個の調査として開始及び終了することになります。この湯合には、御社の税務調査

―---- ---→―苅葡のだめーの負担等を軽減する観点から：移転価格調査どそれ以外万部分の開盃の実―----

施時期をすらすことを原則としており、例えば、先に移転価格調査を実施し、その後に

それ以外の部分の調査を実施します。

「調査の区分」をじない湯合には、どちらかの調査が長期化すると、もう一方の調査

も同じく終了せす継続することになります。また、同時期に調査を行いますので一時

的に御社の事務負担が増すことも考えられます。

ほ乃税者） それでは、「綴査の区分」をしたとしても、給果的／こ税務謂盃力実JIJj閤継続ずること

になりません力し

（謂盃官） 「調査の区分」をしない陽合、移転価格調盃とそれ以外の部分の調盃を同時期に行い

ますので、一時的に御社に多大な負担が生じ、結果としてその負担の影響で調査が長

期化する可能性もあります。

一概には申し上げられませんが、調査の順序を変えて、先に移転価格調査以外の部

分の調査を終了させ、移転価格調査については、御社の事務負担の状況を考慮し、その

後の適切な時期に実施することで、調査がスムーズに進むことも考えられます。

なお、調査が長期間に亘ることはこちらとしても望むものではありませんので、効

率的に調査を進めたいと考えていますが、効率的な調査には御社のご協力が必要とな

ります。ご協力をお願いします。

（納税者） 税務諏蒼況晏JIJj閤／こ巨ることは避／プだいところでプ。「謂査の区分」をした上で、移

転面格綴盃とそれ以外の音fJ分の鯛査を少しでも早JIJ]に終了させるだめ、固倍JIJ}に実膀

することはできませんカlo

（調盃官） 御社の要望ということであれば、移転価格調査とそれ以外の調畜を区分しだ上で、

同時に並行して実施します。その湯合、一方の調査はもう一方の調査の終了を待っこ

となく先に終了することになります。

なお、当方も御社の税務調査対応の負担等に配慮しながら調査を進めていきますし、

御社も負担等を感じた湯合にはその旨をお申し出ください。調査の実施時期につきま

して改めて調整いたします。

ほ乃税者） 分かりましだ。

（調査官） また、規定上、「調査の区分」は納税義務者の事前の同意があるときに認められるも



し

のであり、法合上の事前通知を行った後は調査を区分することができないことをあら

かじめご了承ください。

（納税者） 分かりましだ。検討しま亙。

「謂査の区分」を希望する湯合にはとのような手続か必要でず力1O

（調査官） ●月●日までに当方までご連絡ください。「法人税の調査の区分に係る同意書」をご

提出いただくことになります。
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局間支援依頼事案管理表

依頼年月日 令和●年●月●日

被支援局 ●●局 調査実施部門 調査第●部門 着手予定 令和●年●月

支援局 ●●局 支援依頼期間 令和0年0月～0月0日 （ 日）

法人名
業 業種番号（＊＊＊＊）

種

納税地

業

決算期 ●月 -売上・ 資本-・金 一ム恕ヒ— ・-- - ~- - - --- --- - --- ----- ・---→  一 十一・

.. 

調
査
法
人
の
概
要

（支援を必要とする具体的理由）

（支援局整理欄） （庁整理欄）
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第号

令和●年●月●日

●●国税局調査第一部長殿

●●国税局調査査察部長

（官印省略）

海外取引調査等に係る局間支援依頼書

標題について、下記の法人に対する実地調査に当たり、貴局の調査支援を受けたく、下記

のとおり職員の派遣を要請いたします。

1調査法人

2 派遣要請人員

3併任先

4 派遣要請期間

5 派遣要請理由

記

株式会社●●●●

調査第一部国際調査課国際税務専門官等●名

●●国税局調査査察部鯛査第●部門

自令和●年●月●日（●)

至令和●年●月●日（●）

調査法人に対する効果的な海外取引調査を実施するため、国

際課税に関するノウハウを豊富に有する貴局の国際調査課職

員の支援を要請したい。



（別紙4)

派遣調査官名簿

調査法人名 00株式会社

派 遣 先 00国税局調査査察部調査第0部門

派遣期間
自 令和0年0月0日 (0)

至令和0年0月0日 (0)

----------- - ------- ニュ←—-- ---—•,;._•- - - - -- -------・- - --・ ------ - -----

派遣者現所属

職 名

派遣者氏名（ふりがな）

期 別

生年月日（ 歳） 昭和 年 月 日（ 歳）

職員番号

級 方仁
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海外企業等に関する情報の入手方法
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参考

「海外関連』＇厠"’・ぶ髯評骨り門
（庁国際業務課作成）より

一報の入手の可否

- ----== --



〇 源泉所得税調査において有用な資料情報 （詞査参考資料）

項番 依頼する資料情報 源泉所得税調査の観点

別紙6

情報
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紙

紙

データ



依頼する資料情報 源泉所得税調査の観点
情報

紙

データ

紙



（別紙7) 国際課税分野における人材育成ルート

1 配属部署 I 

4•-``̀ ``i五―̀ `` ―̀̀ `五―旦ニ―---------------------1---:―-i
三・審理サポート、調査企画等の声

専門性を必要とする事務に従事回度なl訃見』』k]l[li i 1 
m`ーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーーーニーニーニーニーニーニて I_ 、

＿＿担1||||111IIIIIIIIIIIII|7―---
【国際課税を牽引する人材の育成】

・複雑、困難な海外取引事案

•閲祭的組織再編事案

1・ハ守り字喜言閂竺雰言靡冒喜 l （国門讐竺査） 」
・無形資産や機能移転に係るTP事案

.,---i-■ - - - - - - - - - - - _ -_ - -.  

三 リアアップ

・課税部への交流では、

調査部のノウハウの伝ぱも

担う

・東京局国際セクションヘ

の長期又は短期の交流

--（調査支援担当）
｀ ［ 特官部門 l 

」

‘`―----------------------- ::.. -----------------—--------------------------ク

ー··I'•一·999●●999999 ■•一 9 99 9 ,  

【専門的人材の育成】
・国際調査課で国内・国際一体調査

事案を担当

•自らが支援担当として調査に同行

•他局、課税部との人材交流

・超大規模法人の調査に従事

・事前確認審査課でAPAを担当

1本人の希望・能カ・熱意を勘案して登用：2........ ..,_ --... ----------------. 
-------------------------------------------------------------------

1• ．各自の能力に応じた指導の実施~ ！， 

（アンケート等の活用）

卦・海外取引の多い部門への配置 ~ 
！ ・署職員の調査部OJT等を通じた

： 希望者の拡大 --- - 9 

¥----------------------------------------------------------------,---+マーI9 

＇位孤闇閏i|||||||||1I
1 【基礎的知識の習得】

•海外取引重点調査事案
I 

•国際税務専門官による調査支援

•音］門における海外取引調査担当者

| ! 
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支援要請事案管理表（支援に係る投下日数報告用）

事 主
調査，結果 具 支援要f行事項 支援可否等

'i （単位千円） 投下日数
要 要 担距 調 局 事 閻 粟 支

鞘 内 容
支 支 支 支 課処 処 法 法 悔法 悔法 ＇所 所

版弓［ ［ 
取所 消 梢 海消 洵消 源 源 悔源 悔源 体 自 支東

哨 援
裟

税 得 泉 泉 泉 泉人 人 人 人 得 得 1,1 挫 贅 費
牙し

栢
当 署・ 培 可 原 要 方 希 恭 ” u 部 外税 外悦 ， 税 税 外税 外税 所 所 外所 外所 的 局杢

手
柄
否 柄 望

主理 理 税 ．税 税 ぅ 税 税
褐 得 得 得 局

訥 者諮 案 援 援 援 援 う う 引ち う う 援又案 局 胞

＾ 
回 要

す
箭 海 海

取ち 取ち
：海 海 海 海

取ち 取ち 税 税
取税 取税 支 支し

付
日課ヘ 支 う う

＾ 
対 予 年 答 ロ

年 て 外 外 1外 外 外 外 海 涌 は及 る
引支 弓I支 援

引支 引支 ち ち

＾ 
理 定 希

び
向 課

の 取 取 • 取 取 不に 取 取
外 外 引支 引支 援 援

El 大部 内部 区 ヽ

望
支 可 内 形 部 援 援

:i 
援 援 取 取象 月 要

援
資 送月 ん 弓I 弓I

増に 不に
弓I ~I 係 弓I 弓I

増に 不に
援 扱 阪所

線
番 年 年

甜i 付 る 弓I 弓I 増に 不に 内 E 
月 月 理 形 年

増 不 孫 係 ・J竹 不 悔
増 不 係 係 増 不 係 係 局

No. 一 忍 一署 者 号 分 日 日 日 題 由 性 態 料 名 否 容 態 署 月 日 末 卒苧 正 差る 正る 卒→ 正 正外 卒学 正 差る 正る ギ込 正 差る 正る 容 数 数の

I I 
， 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

， 
10 

i 

ll I 
12 l 
13 I ， 
1 4 ； 

I 

15 I 
16 I 
17 I 
18 I 
19 i 
20 | 

I 


